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■「地域生活支援拠点等の面的整備の基本的考え方」(2023.12)

■「第７期　障害福祉計画」(2024.2)

令和7年10月
障害とくらしの支援協議会　実務者運営会議検討資料

■「障害福祉計画からの課題・取り組み一覧」（2025.７.29）

その他は、障害福祉課による次の文書の内容を参考に入れてあります。

第８期横須賀市障害福祉計画
（第４期横須賀市障害児福祉計画を含む）

策定に向けての意見

本文表の項目「今後の取組」中、太線黒枠で囲ってある表記内容は、令
和７年８月障害福祉課による現時点での検討案「親なき後の将来に向け
た障害者施策の充実について」の内容です。

本文表の項目「今年度の取組」は、社会福祉審議会障害福祉専門分科
会資料「障害福祉計画からの課題・取り組み一覧」（2025.７.29）によりま
す。
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 重度の障害のある方を受け入れるこ
とのできるグループホームの設置を
促進する。

現行の障害者ＧＨ整備費補助金交付
にあたって、事前審査制度の導入等
を行ったが、重度障害者や医療的ケ
アの必要な方の受け入れ可能なＧＨ
開設には至らなかった。現行の整備
費補助金制度とGH開設促進は馴染
まないと結論づけ、現行制度の廃
止、財源を新規運営助成制度への活
用を検討。

● 重度の障害のある方を支援すること
のできる人材を確保することができ
るよう、重度の障害のある方を受け
入れている事業所への支援施策を検
討する。

● 地域移行支援・地域定着支援の支援
内容や支給決定の対象者などの制度
の周知や普及啓発を図ることによ
り、利用者の拡充を図る。

利用者数が少ないことから、引き続
き利用者や関係機関等への制度の周
知や普及啓発を図られたい。

● グループホーム事業や相談支援事業
等を運営している法人に対して、自
立生活援助事業所の新たな設置を勧
奨する。

事業所の新たな設置も必要であろう
が、自立生活援助の実施にあたり、
利用者一人ひとりに対して、本人の
意思を踏まえた適切な支援ができる
環境整備の検討を願いたい。

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

見込量達成に向けた取り組み

第３章 成果目標

重度の障害のある人（医療的ケアの
必要な人、行動障害のある人）への
支援の強化は喫緊の課題であること
から、十分な予算措置と効果的な施
策の実現を望む。
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今年度の取組 策定に向けての意見

☆ この項全体に対して 地域移行を望む人を受け入れるに足
る地域づくり（制度や社会資源の整
備・関係者の意識の変容等）が必要
である。
施設入所の場合でも、施設と地域の
つながりを広げることが必要であ
る。
具体例としては、施設入所者が地域
で多様な経験機会（事業所見学・体
験・外出・外部の事業所への通所
等）を得られるよう、国報酬では対
応しにくい施設外活動の実施に係る
支援について、市独自の支援により
補完する体制を整備されたい。

移動支援事業の対象要件を見直し、
施設入所者が必要に応じて利用でき
るよう制度運用の改善を図られた
い。

障害者支援施設の職員が地域資源を
把握し、本人への情報提供の充実に
つなげられるよう、研修や見学機会
の確保、関係機関との定期的な情報
交換の場が確保されたい。
併せて、令和８年度から義務化され
る地域移行等の意向確認について、
本人主体の意思決定支援の観点を踏
まえ、標準的な手順について検討・
共有されたい。

☆ その他 ３ページ表中、「ー１」の表記につ
き要検討。

見込量達成に向けた取り組み
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基本指針に
基づく目標数

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

311

ー１

1

令和４年度末時点の入所施設利用者数 310

0

入所施設利用者数
310人を上回らない

入所施設利用者数の減
0

地域生活移行者数
実績（人）

実績（人）

令和８年度末時点の利用者数

令和８年度末時点の減少見込数（人）

実績（人）

令和８年度末時点の累計移行者数

令和８年度末までに令和４年度末時点の施設入
所者数の５％以上を削減する。

令和４年度末施設入
所者310人

15.5人

■活動指標

国の基本指針

令和８年度末までに令和４年度末時点の施設入
所者数の６％以上を地域生活に移行する。

令和４年度末施設入
所者310人

18.6人

成果目標

０人

※令和８年度末時点で、令
和4年度末の施設入所者数
310人を上回らない

０人

※令和８年度末時点で、令
和4年度末の施設入所者数
310人を上回らない
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 入院している精神障害者や精神病床
を有する医療機関等の関係者に対
し、退院支援や地域生活の支援に関
する制度の周知および普及啓発を行
う。

圏域単位で実施中の神奈川県入院者
訪問支援事業への協力。

医療との連携は、精神障害者の地域
生活支援にとって必要不可欠の要素
であることから、制度の理解に加
え、地域の支援事業所等からの要請
に応じ、密な連携を図っていただき
たい旨、合わせて周知いただきた
い。

● 地域生活を送るにあたっての医療面
（通院、服薬、症状悪化時の入院調
整等）の支援を行える体制を検討す
る。

医療との連携が最も重要なテーマで
あることから、精神保健福祉連絡協
議会以下、本協議会、現場での関係
者会議等における重層的な連携体制
が重要である。

● 地域生活を送るにあたっての生活面
（地域定着支援、相談支援、自立生
活援助、グループホームや通所事業
所等）の支援を行える体制を検討す
る。

この課題に対しては、地域生活支援
拠点事業等の取組において、全ての
障害種を含んだ支援体制として構築
していただきたい。

● 精神保健福祉連絡協議会等の開催に
より、関係機関や関係者の情報共有
や連携体制の強化を図る。

長期入院者の地域移行の受け皿とし
て、GHの役割が大きいことから、
GHの機能や質の向上が課題として
挙がっている。GHと医療の連携を
考えることをテーマに、実践報告等
の機会を実施。

精神保健福祉連絡協議会において出
された課題についての取組が現状と
して不十分であることから、課題に
対応すべき所管課に取組の強化を望
む。

● 障害者相談サポートセンターにおい
て、精神障害者に関する精神病床か
らの地域移行支援の年間目標件数を
設定する。

長期入院者の地域移行に係る相談支
援の窓口を基幹相談支援センターに
一元化し、支給決定や、障害者相談
サポートセンターとの受け入れ調整
等を実施。障害者相談サポートセン
ターの委託仕様書上は、目安として
年３件の地域移行支援実施を記載し
ている。

数値目標にこだわることなく、地域
移行支援を必要とする利用者に対し
て、きめ細かい適切な支援に取組む
ことに注力願いたい。

（２）精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築

見込量達成に向けた取り組み
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 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

目標

実績 6

見込量（延人数）

実 績（延人数） 79

見込利用者数（人） 5 8 10

実績利用者数（人） 2

見込利用者数（人） 1 2 2

実績利用者数（人） 0

見込利用者数（人） 164 168 172

実績利用者数（人） 200

見込利用者数（人） 1 1 1

実績利用者数（人） 0

見込利用者数（人） 20 20 20

実績利用者数（人） 46

■活動指標

精神障害者の地域定着支援の利用者数

精神障害者の共同生活援助の利用者数

精神障害者の自立生活援助の利用者数

精神障害者の自立訓練（生活訓練）の利用者数

年３回

54

協議の場の開催回数

協議の場への関係者等の参加者数

精神障害者の地域移行支援の利用者数着支援
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今年度の取組 策定に向けての意見

◇

● ５つの障害者相談サポートセンター
について、「相談」の機能を有する
地域生活支援拠点等として位置づけ
る。

５つの障害者相談サポートセンター
について、「相談」の機能を有する
地域生活支援拠点等として位置づけ
た。

● 「緊急時の受け入れ・対応」につい
て、精神障害者を対象とする事業所
を１カ所位置づける。

「緊急時の受け入れ・対応」につい
て、精神障害者を対象とする事業所
を１カ所位置づけた。

● 基幹相談支援センターについて、地
域生活支援拠点の機能のうち、「相
談」、 「専門的人材の確保・育
成」、「地域の体制づくり」の機能
を担えるようにする。

「相談」：基幹相談支援センターに
主任相談支援専門員を委託にて配
置。
「専門的人材の確保・育成」「地域
の体制づくり」：基幹相談支援セン
ターによる事業の実施や障害とくら
しの支援協議会（事務局：基幹相談
支援センター）の活動を通じて実
施。

◇

● 「緊急時の受け入れ・対応」につい
て、身体・知的障害者を対象とする
事業所を、少なくとも１カ所ずつ位
置づけることができるよう検討す
る。

事業所を依頼するにあたっては、当
該事業所の意見を十分踏まえて依頼
するよう願いたい。

● 「体験の機会・場」について、少な
くとも市内に１カ所位置づけること
ができるよう検討する。

● 緊急時の受け入れに備えた専用枠
（空室等）の確保と経済的支援につ
いて検討する。

● 緊急時の受け入れに備えた専用枠の
確保については、通所事業所の活用
も視野に入れて検討する。

通所事業所等における臨時の緊急受
入を含め、短期入所以外の選択肢も
組み合わせた多様な緊急時の居場所
の確保がなされたい。
また、本人をよく知る慣れた支援者
の付き添い等の運用を支援として適
切に評価されたい。

拠点整備において中核的な役割を担
う拠点コーディネーターについて、
委託での設置を検討中。
緊急時の受け入れ先拡大のため、
サービス報酬で対応できない部分に
ついての助成制度を検討中。
拠点に係るそれぞれの機能をどのよ
うに運営していくか、障害福祉課に
おいて検討中。

（３）地域生活支援の充実

見込量達成に向けた取り組み

令和８年度

令和６年度
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

● 「相談」については、障害者相談サ
ポートセンターを中心とした「複数
の相談支援事業所における協働モデ
ル事業」を実施した場合、障害者相
談サポートセンター以外の相談支援
事業所についても、地域生活支援拠
点等を構成する事業所として位置付
けていく。

令和６年６月から協働体制をスター
トし、現在13事業所が加入。月２
回のケース会議等で相談支援の質の
向上に努めている。

様々な課題を抱えながらも、行政が
関与しながら13事業所が加入して
いる全国的にも画期的な形態である
ことから、さらにこの取り組みを強
化していくことが望ましい。

● サービスにつながっていない在宅の
障害のある方（本人や家族の状況が
変化した場合にリスクの高い方）の
情報をあらかじめ把握し、緊急時に
備えておく仕組み（事前登録制）を
検討する。

障害者相談サポートセンターで把握
しているケースにおいて、緊急時リ
スクの高い方の洗い出しを実施し
た。

● 事前登録制の検討にあたっては、サ
ポートブックの活用や改良を視野に
入れて考えていく。

● 強度行動障害のある障害者の支援
ニーズの把握と支援体制の整備につ
いては、障害とくらしの支援協議会
や基幹相談支援センターにおいて、
強度行動障害に関する個別の事例検
討会や研修会を開催するなど、支援
の課題の把握や人材育成の取り組み
を行うことにより、実現していく。

障害とくらしの支援協議会において
ワーキンググループを設置し、主に
生活介護の支援員を対象とした研修
会の企画・運営を実施。
第１回 ：令和７年６月３日開催、
59名受講。
第２回 ：令和７年９月29日開催、
41名受講。

強度行動障害のある障害者への支援
にはさらなる専門性が求められるこ
とから、支援者の実践的なスキル
アップにつながる研修については、
内容を工夫した上で継続的な実施を
願いたい。

● 強度行動障害に関する専門的支援を
提供できる事業所の設置について
は、豊富な支援実績のある事業所に
対して、市内で強度行動障害のある
方を受け入れている事業所へのコン
サルテーションを市全体の人材育成
の仕組みとして継続して実施できな
いか、市として働きかける。

市内で強度行動障害のある方を受け
入れている事業所にとって、コンサ
ルテーションを実施できる事業所に
対するニーズはとても高いことか
ら、早期の実現を求める。
また、予防的介入を含めた関係機関
との連携調整や支援方針の整理のほ
か、既存資源のみでは対応が難しい
ケースを受け入れ、集中的なアセス
メント及び家族支援を含む個別支援
を提供できる受入機能を併せもつ体
制となることを求める。

緊急時リスクの高い方の洗い出しに
ついては、新規に配置される地域生
活支援拠点等コーディネーターの業
務として位置づけ、事前登録制が着
実に定着するよう取り組まれたい。
事前登録制の実施にあたっては、受
入先候補の一覧化、連絡手順・判断
基準、必要情報の様式等について、
行政含む関係機関で事前に整理し、
標準化されたい。
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

☆ この項全体に対して 平時から、通所等につながっていな
い在宅ケースも含め、生活アセスメ
ントの収集・更新と関係機関での情
報整理・共有を進め、状況変化時に
速やかに支援につながる体制が確保
されたい。
あわせて、関係機関が生活アセスメ
ントを深められるよう、障害特性に
応じたコンサルテーション（助言・
伴走）を確保されたい。
さらに、短期入所やグループホーム
の体験入居を含め、本人の特性と必
要な支援を確認・共有できる「生活
アセスメントを試せる場」の整備が
なされたい。
サテライト型グループホーム等を活
用し、単身生活を段階的に体験でき
る仕組みを整備するとともに、体験
後は住み慣れた住まいを維持したま
ま賃貸契約へ切り替え、地域定着支
援や自立生活援助を活用しながら継
続的に生活を支えられる支援体制の
構築を推進されたい。
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 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

目標 6カ所 ６カ所 ９カ所

実績 5カ所

田浦障害者サポー
トセンター

田浦障害者サポー
トセンター

久里浜ゆんるり 久里浜ゆんるり

衣笠相談室
「あすなろ」

衣笠相談室
「あすなろ」

チームブルー
横須賀

チームブルー
横須賀

ぴーす・とーく
支援センター
ライフゆう

目標 １カ所 １カ所 ３カ所

実績 １カ所 １カ所

ながさわ荘
（精神）

ながさわ荘
（精神）

ながさわ荘
（精神）

（知的）

（身体）

目標 ０カ所 ０カ所 １カ所

実績 ０カ所

４「専門的人材の確保・養成」の
  機能

目標 年１回以上 年１回以上 年１回以上

実績 ０回

目標 0カ所 0カ所 １カ所以上

実績 0カ所

■活動指標

事業所の設置個所数

１「相談」の機能

基幹相談支援センター

検証及び検討の回数

強度行動障害に関する専門的支援を提供できる
事業所

２「緊急時の受け入れ・対応」の
  機能

３「体験の機会・場」の機能

基幹相談支援センターが担う

５「地域の体制づくり」の機能
基幹相談支援センターと

障害とくらしの支援協議会が担う
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今年度の取組 策定に向けての意見

● よこすか就労援助センター等の関係
機関との連絡会議等を活用し、企業
実習先の拡大や職場定着支援の充実
（生活面のフォローを含む）等の課
題について、情報共有や連携を行う
ことにより、就労移行支援事業所等
の利用による一般就労者数の増加と
就労定着率の向上を図っていく。

障害者の職場定着の向上を図るた
め、よこすか就労援助センター主催
で就労連絡会を開催。新たに職場定
着支援を行う者に対し、研修会（令
和８年１月）を開催予定。

● 企業の障害者雇用に対する理解の促
進を図るため、よこすか就労援助セ
ンタ ー等の関係機関等と連携し、
企業向けの研修会や説明会を開催す
る。

よこすか就労援助センター主催で企
業向けの研修会（令和８年１月）実
施予定。
来年度、経済部と連携し、企業に対
して障害者雇用への理解促進のため
の取り組みを検討中。

● 企業実習先の更なる開拓が行えるよ
う、神奈川労働局が実施している
「障害者 職場実習推進事業」な
ど、既存の制度も活用しながら、必
要な取り組みを行っ ていく。

● 新たな雇用機会の提供のための環境
整備について、農福連携の取り組み
の拡充やテレワークの活用等も視野
に入れて、市として、研究してい
く。

市内障害福祉事業所、農業事業者、
市内特別支援学校、行政機関など農
福連携分野の関係者を対象とした農
福連携セミナーを実施した。
テレワークを活用した超短時間雇用
制度を導入している企業との連携を
計画中。

☆ この項全体に対して 生活支援と就労支援がシームレスに
連携していくことが必要なため、就
労連絡会と障害とくらしの支援協議
会の定期的な情報・意見交換等、横
断的に取り組むことが望ましい。
本人の特性・支援ニーズに応じた働
く機会に係る需要・課題を把握し、
把握結果を踏まえた支援資源の整
備・拡充を図られたい。
併せて、「業務の切り出し」や
「ジョブカービング」等により障害
特性に合った業務づくりを支援する
ため、企業に対する助言及びマッチ
ングの仕組みを整備されたい。

（４）福祉施設から一般就労への移行等

見込量達成に向けた取り組み
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令和
３年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

目標 ー

実績 71人 89人

目標 ー

実績 52人 82人

目標 ー

実績 ７人 ３人

目標 ー

実績 ７人 ４人

目標 ー

実績 ー

目標 ー

実績 64人 75人

目標 ー

実績 ー

10人

50%以上

91人

25%以上

就労移行支援事業からの移行者 令和３年度の1.31倍以上

令和３年度の1.28倍以上就労継続支援B型からの移行者

過去６年間で就労定着支援事業を利用した者のうち、就労継続期
間が３年半以上６年未満である者の割合（就労定着率）が７割以
上である事業所を、全体の2.5割以上にする

就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割
合が５割以上の事業所を、全体の５割以上にする

令和３年度の1.41倍以上
令和８年度末の就労定着支援事業の
利用者数

■活動指標

令和３年度の1.28倍以上
令和８年度の福祉就労から一般就労
への移行者

国の基本指針

令和３年度の1.29倍以上就労継続支援A型からの移行者

91人

69人

10人

11



今年度の取組 策定に向けての意見

● 発達支援コーディネーターの養成を
継続する。

障害福祉課が、保育園や幼稚園等の
保育士を対象に、４日間の研修を実
施。受講者31名。
障害福祉課が、過年度の発達支援
コーディネーター研修修了者を対象
に、３日間のフォローアップ研修を
実施。受講者12名。
障害福祉課と教育委員会の共催で、
発達支援コーディネーターと、支援
教育コーディネーター（教育委員会
認定）を対象に、２日間の合同研修
を実施。特別支援学級の授業見学
や、サポートブックの周知を行っ
た。受講者14名。

● 保育所、幼稚園、認定こども園、学
校等における障害理解の促進を図る
ととも に、これらの場における課
題の解決に向けて、教育委員会等の
関係機関と連携して取り組んでい
く。

障害福祉課が、放課後児童クラブ指
導員を対象に、３日間の障害児支援
研修を実施。受講者47名。

サポートブックの周知・トライアン
グルプロジェクトの推進・合同研修
の実施などを、この取り組みとして
位置づけてはどうか。

市主催での相談会については未実
施。知的障害者関係の障害福祉相談
員として、たんぽぽの会・福祉を推
める会から４名の方を任命してい
る。
保護者や支援者の障害の理解を深め
ることを目的に、令和７年12月７
日に障害福祉課主催の講演会を開催
予定。二次障害による不登校が問題
となっていることを受け、「発達特
性によるつまずきに寄り添う～思春
期の二次障害を予防する親と支援者
の関わり方～」をテーマに設定。

● 市や基幹相談支援センター等が、発
達障害等に関するピアカウンセラー
養成研修等を実施し、研修修了者を
ピアカウンセラーとして認定する仕
組みを検討する。

障害のあるこどもを育てる保護者に
ファシリテーターとなってもらい、
障害福祉課主催で保護者交流会を実
施。令和６年６月16日は受講者24
名。令和７年11月17日にも開催を
予定。

保護者交流会を継続して実施しなが
ら、よりよいピアサポートの在り方
を検討していくことが望ましい。

（５）障害児支援の提供体制の整備等

今後も引き続き、研修の機会をとら
えて家庭・教育・福祉の内容を入れ
ていただきたい。

見込量達成に向けた取り組み

相談件数の経年変化のデータをもと
に、この仕組みの継続の必要性も含
め、今後の在り方を検討してはどう
か。

発達障害等に関するピアカウンセリ
ングとしての相談のしづらさを緩和
するため、市や基幹相談支援セン
ター等が主催して、障害福祉相談員
による相談会を 開催する。

●

12



今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

● サポートブックの活用やトライアン
グルプロジェクトの推進による家庭
と教育と福祉との連携の強化を図
る。

● サポートブックの電子化（デジタル
化）を研究する。

● 「療育すこやかガイドブック」にサ
ポートブックやトライアングルプロ
ジェクトの内容を記載し、広く周知
を図っていく。

サポートブックの概要とHPにリン
クする二次元コードを掲載した。

次年度のガイドブック作成に向け、
年度内にさらなる改善を検討いただ
きたい。

● 医療的ケア児の支援にあたっては、
「医療的ケア児及びその家族に対す
る支援に関する法律」の理念に沿っ
て対応する。

国において2026年通常国会での法
改正に向け議論が進められているこ
とから、次期改正のポイントを踏ま
えた上で、本市の実情にあった対応
を願う。

● 重症心身障害児や医療的ケア児の人
数やニーズについて、医療機関等の
関係機関と情報連携をしながら把握
する。

令和５年度にアンケートを実施した
が、提供者は少なかった。情報連携
は、継続課題。

情報連携については、ライフステー
ジに係る全ての関係機関と十分連携
し、調査を行うこと。

● 重症心身障害児や医療的ケア児に対
する支援を行う支援者の養成や看護
師等の確保のための取り組みを検討
する。

訪問看護事業所の看護師等、既存の
人材を有効に活用する方策について
も検討してはどうか。

● 児童発達支援事業所や放課後等デイ
サービス事業所等に対して、喀痰吸
引研修の受講を促進するための助成
制度を検討する。

受講費用の助成については、必要性
の高い「医療ケアのある成人」も対
象となるよう、対象を福祉サービス
事業所とされたい。

● 医療的ケア児等に関する課題につい
て、引き続き、「医療的ケア児等支
援協議会」の場にて協議するととも
に、保健・医療、福祉、教育・保
育、行政等の関係機 関が、課題解
決のために協働して取り組んでい
く。

協議会において検討された課題につ
いては、各事業の所管課において責
任をもって対応するよう、全庁横断
的に取り組むよう願いたい。

● 重症心身障害児や医療的ケア児に対
する移動支援施策の充実を検討す
る。

現在行われている移動支援の施策検
討において、教育委員会も含めた検
討と対応を願いたい。

● 医療的ケア児に対する在宅レスパイ
トケア事業等の実施を検討する。

成果をあげている事業であることか
ら、今後も継続的に実施し、拡大さ
れたい。

● 国の補助制度を活用するなどし、医
療的ケア児を受け入れることができ
る短期入所事業所の新たな設置への
支援を検討する。

引き続き検討していただきたい。

サポートブックを機関連携に使いや
すいよう体裁を整えた。
保護者への配付の仕組みと、関係機
関への周知の仕組みを整えた。

学校や事業所におけるサポートブッ
クの活用状況について調査すること
が必要。
電子化(デジタル化)等、サポート
ブックの活用効果を高める方策につ
いての検討を行ってはどうか。
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

● 福祉型障害児入所施設の建設（建て
替えも含む）を支援し、市内に障害
児のさらなる入所定員枠を確保でき
るよう努める。

引き続き努めていただきたい。
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 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

計画 延76人 延76人 延76人

実績 延94人

計画 333 373 413

実績 339

計画 ３回 ３回 ３回

1回

ひまわり園保護者対象

計画 ３カ所 ４カ所 ５カ所

療育相談センター

きっずかしこ

ラシク

ー

ー

計画 ７カ所 ８カ所 ９カ所

７カ所

希望のひかり

ハーティーパーチ池上

WiSH

WiSHランド

ライフゆう学齢デイ

ラシク

OneStep

■活動指標

サポートブックの作成のための説明会
や勉強会の開催回数 実績

市内の医ケア児を受け入れている児童
発達支援事業所数 実績

市内の医ケア児を受け入れている放課
後等デイサービス 事業所数 実績

ペアレントトレーニングやペアレント
プログラム等の支援プログラム等の受
講者数（保護者）

サポートブックの作成人数
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 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

計画 ５カ所 ６カ所 ７カ所

20カ所

Ｄａｙｚ かしこ

いちばん星

サポートセンター まぼり

サポートセンターかおる

シャローム浦上台

シャローム浦上台デイサービスセンター

たけのこ会協同作業所

ぶどうの木

ゆう

ライフゆう

ワーカーズデイ虹の音

ワークハウスあまね

横須賀市立福祉援護センター

かいふう

社会福祉法人 誠心会 茜洋舎

重度神奈川後保護施設

神奈川後保護施設

清光ホーム

生活介護事業所ゆずりは

田浦障害者デイサービスセンター

計画 ２人 ３人 ３人

実績 ２人

計画 ０カ所 ０カ所 １カ所

実績 ０カ所

医療的ケア児等コーディネーターの配
置人数

福祉型障害児入所施設の建設（建て替
えを含む）

市内の医ケアのある人を受け入れてい
る生活介護事業所 数 実績
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 基幹相談支援センターに配置され
た主任相談支援専門員を中心とし
て、地域の相談支援事業者の相談
支援専門員に対する指導・助言を
行う。

市内の全相談支援事業所が参加す
るグループスーパービジョン
（GSV）に加え、基幹相談支援セ
ンターに配置された主任相談支援
専門員を中心に、相談支援従事者
研修のインターバル実習の受け入
れを実施している。
また、適宜相談支援専門員が担当
する個別ケースへのスーパーバイ
ズを実施している。

見込量の２倍の実績があるよう
に、ニーズは非常に多い。現在１
名の主任相談支援専門員の２名配
置を検討願いたい。

● また、精神障害のある方の退院支
援や地域生活の支援を充実させる
ため、将来的に、基幹相談支援セ
ンターに精神障害に精通した保健
師や精神保健福祉士を配置するこ
とができないか検討する。

今後、基幹相談支援センターの在
り方全体を検討する中で、こうし
た専門職の配置を検討願いたい。

● 障害とくらしの支援協議会の相談
支援部会における地域会議の実施
により、相談支援専門員同士の連
携の強化とスキルアップを図る。

グループスーパービジョン
（GSV）の取り組みを通じて、連
携とスキルアップを図っている。

今後とも、グループスーパービ
ジョン（GSV）の取組を継続し、
相談支援専門員同士の連携の強化
とスキルアップを図られたい。

● 市内の障害福祉サービス等を運営
している法人に対して、相談支援
事業所の新規の設置を勧奨する。

初年度の立ち上げ支援や継続的な
家賃補助などによる、新規設置に
向けた意欲を喚起する施策を検討
願いたい。
併せて、相談支援の質の確保と効
率的な運営を支援するため、運営
ノウハウに関する伴走支援体制を
強化されたい。

● 障害者相談サポートセンターを中
心とした「複数の相談支援事業所
における協働モデル事業」を実施
し、協働モデル事業に参加した相
談支援事業所の報酬額 のアップや
連携の強化を図る。

令和６年６月から協働体制をス
タートし、現在13事業所が加入。
月２回のケース会議等で相談支援
の質の向上に努めている。

様々な課題を抱えながらも行政が
加わり13事業所が加入している全
国的にも画期的な形態であること
から、さらにこの取り組みを強化
していくことが望ましい。

（６）相談支援体制の充実・強化等

見込量達成に向けた取り組み
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 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（件）

実 績（件） 403

見込量（件）

実 績（件） 32

見込量（回） 80 120 160

実 績（回） 130

見込量（回）

実 績（回） 8

見 込（人）

実 績（人） 1

事例検討実施見込（回数）

事例検討実施実績（回数） 40

参加事業者数見込（か所）

参加事業者数実績（か所） 25

設置数見込（か所） 3 3 3

設置実績（か所）

実施見込（回）

実施実績（回） 36

協議会における相談支援事業所の参画

協議会の専門部会

230

40

12

1

10

22

12

基幹相談支援センターにおける主任相
談支援専門員の置数

■活動指標

基幹相談支援センターによる地域の相
談支援事業所に対する訪問等による専
門的な助言等の件数

基幹相談支援センターによる地域の相
談支援事業者の人材育成の支援件数

基幹相談支援センターによる地域の相
談支援機関との連携強化の取組の実施
回数

基幹相談支援センターによる個別事例
の支援内容の検証の実施回数
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 基幹相談支援センターにより、主
にグループホームの支援員を対象
にした支援の質の向上のための研
修を実施する。

基幹相談支援センターが、令和６
年５月～６月グループホーム従事
者を対象に、動画配信形式での研
修会を実施。149名から受講申込。
受講後のアンケートでは、オンラ
イン形式での座学研修、事例検討
を希望の声が多く聞かれた。

引き続き定期的に実施していただ
くとともに、多くの事業所が参加
できるように内容検討いただきた
い。

● 障害福祉サービス事業所等の職員
を対象とした権利擁護や虐待防止
のための研修を実施する。

虐待防止センターが、令和６年11
月28日に「人を支援するってどう
して疲れるの？」をテーマにオン
ライン形式で研修会を実施。40名
から受講申込。
令和７年度については、令和７年
12月11日に「強度行動障害と虐待
防止」をテーマにオンライン形式
で研修会実施予定。

これらのテーマについては、現場
で毎年行うものなので、毎年配信
していただくとありがたい。

☆ 障害者の高齢化にともなう課題へ
の対応

障害者の高齢化に伴い、障害福祉
だけでは対応できないケースが増
えてきている。こうした状況に対
し、医療や介護保険との連携等、
総合的な対応策を検討いただきた

（７）障害福祉サービス等の質の向上

見込量達成に向けた取り組み
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 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（回数）

実 績（回数） 1

見込参加者数（人）

実績参加者数（人） 92

■活動指標

5

150

基幹相談支援センターにおける障害福
祉サービス等の質の向上に係る研修の
実施
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 既存の居宅事業所等に対して、重
度訪問介護事業所、行動援護事業
所、同行援護事業所の新たな設置
を勧奨。

設置の勧奨を進めるためには、利
用者の障害特性やニーズに応じた
利用の仕方を、利用者・事業所双
方に広める活動が必要であると考

● 居宅介護事業所等のヘルパーが重
度訪問介護、行動援護、同行援護
の支援を行うために必要となる研
修の受講を促進するための助成制
度を検討。

障害福祉課で、受講料助成等の方
策を検討中。

必要な資格取得を進めるために
も、これらの助成制度を進めてい
ただきたい。

● 重度訪問介護、行動援護、同行援
護について、利用者や家族などの
支援者に対する周知啓発活動の実
施を検討。

これらを実施する事業所は増えて
いるが、利用につながっていない
ことから、周知啓発の工夫が必要
である。

● ヘルパー同士の情報共有や資質向
上のための定期的な集まりの場の
設置の促進や研修等の機会の場の
提供を検討。

事業所内のOJTを促進したいと考え
ている事業所が多いことから、そ
のために行政ができるサポートに
ついて工夫していただきたい。

第４章 障害福祉サービス等の見込量等

（１）訪問系サービスの見込量

見込量達成に向けた取り組み
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 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

13,233 13,381 13,529

13,657

614 617 620

584

 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（時間） 10,535 10,513 10,491

実 績（時間） 9,926 12,310 9,410

見込利用者数（人） 536 535 534

実績利用者数（人） 508 560 477

見込量（時間） 1,676 1,764 1,852

実 績（時間） 1,580 1,588 2,889

見込利用者数（人） 19 20 21

実績利用者数（人） 17 18 29

見込量（時間） 889 905 921

実 績（時間） 857 935 1,264

見込利用者数（人） 54 55 56

実績利用者数（人） 46 59 75

見込量（時間） 133 199 265

実 績（時間） 68 112 94

見込利用者数（人） 5 7 9

実績利用者数（人） 2 2 3

見込量（時間） 0 0 0

実 績（時間） 0 0 0

見込利用者数（人） 0 0 0

実績利用者数（人） 0 0 0

（備考）単位は１か月あたり。

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

同行援護

行動援護

重度障害者等
包括支援

居宅介護

重度訪問介護

サービスの推移と見込量

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期

訪問系
サービス

合計

見込量（時間）

実 績（時間）

見込利用者数（人）

実績利用者数（人）
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 生活介護事業所等に対して、強度行
動障害支援者養成研修や喀痰吸引研
修の受講を促進するための助成制度
を検討。

障害福祉課で、受講料助成等の方策
を検討中。

この助成制度は是非実現していただ
きたい。さらに研修内容を各事業所
で具現化し、支援の質の向上を図る
ためには、研修終了後のフォロー
アップが重要となるので、この点に
つき具体的なシステムづくりを併せ
て検討していただきたい。

● 地域生活サポート事業の実施によ
り、行動障害のある方や医療的ケア
の必要な方を受け入れる事業者に対
する助成を継続。

引き続き実施。 重度障害がある方へのサービスを行
う事業所にとってありがたい事業だ
が、対象となる利用者を事業所とし
て判断することが難しい面があるの
で、この点につき、改善の検討を願
いたい。

● 生活介護事業所等に対して、利用者
を送迎できる運営体制としてもらう
よう、 市として引き続き働きかけ
ていく。

障害とくらしの支援協議会にワーキ
ンググループを設置し、生活介護事
業所および放課後等デイサービス事
業所に対する事業所送迎に関するア
ンケートを実施。集計・分析した結
果についてご提供いただき、事業見
直しの参考とさせていただいた。

送迎の運営体制を整えるためには相
当の運営費用がかかるため、何らか
の財政的支援をお願いする。

身体障害のある方へ対応する送迎車
両については、設備費用が高額とな
りやすい実態を踏まえ、導入・更新
等に係る支援の強化を図られたい。

● 緊急時等の短期入所を利用しやすく
するためのコーディネート機能の実
現に向けた検討を行う。

「緊急時の受け入れ・対応」機能を
どのように運用していくかの検討と
並行して、コーディネーターの配置
等の検討を進めている。

配置された拠点コーディネーターと
実施事業所の連携が重要となるの
で、障害とくらしの支援協議会等の
場を活用しながら、事業が円滑に運
用されるよう取り図られたい。

● 市内で施設入所支援事業等を行って
いる法人に対して、宿泊型自立訓練
事業所の新たな設置を勧奨。

既存の短期入所支援事業にも自立訓
練の要素があることから、まずはこ
の活用を進めることが必要であると
考える。

● 18歳以降に重症心身障害と同程度
の障害状態となった方（療養介護の
対象とならない方）が、障害者支援
施設やグループホーム等で暮らすこ
とができるよう、施設等に対する、
必要な支援体制や助成制度を検討。

この課題については、障害者施設等
だけでなく、高齢者施設等も含めた
地域の社会資源全体を視野に入れて
考えるべきである。地域生活支援拠
点事業の整備の中で、こうした方た
ちの自立した暮らしを目標に、他の
課題と併せて検討・実施していくこ
とが必要である。

（２）日中活動系サービスの見込量

見込量達成に向けた取り組み
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

☆ この項全体に対して 共生型サービスの活用・拡大を含
め、身体障害児者が必要な入浴支援
を安定的にうけられるよう、入浴支
援の提供体制の構築を図られたい。
高齢障害者の状態像や支援ニーズに
応じた日中活動等の受け皿を確保す
るため、共生型サービスの活用・拡
大を図られたい。
併せて、事業所等における行動観
察・アセスメントの充実を促進する
とともに、高齢福祉分野からの助言
を受けられる連携体制を整備された
い。
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見込量（人日） 22,121 23,585 24,405

実 績（人日） 20,194 20,743 19,327

見込利用者数（人） 1,153 1,200 1,218

実績利用者数（人） 1,084 1,119

見込量（人日） 14,206 14,700 15,212

実 績（人日） 13,324 13,209 12,284

見込利用者数（人） 746 757 768

実績利用者数（人） 717 731 659

見込量（人日） 1,201 1,243 1,286

実 績（人日） 1,137 1,106 975

見込利用者数（人） 76 77 79

実績利用者数（人） 72 76 61

見込量（人日） 128 128 128

実 績（人日） 66 128 64

見込利用者数（人） 9 9 9

実績利用者数（人） 7 9 4

見込量（人日） 413 413 413

実 績（人日） 254 413 676

見込利用者数（人） 19 19 19

実績利用者数（人） 12 19 46

見込利用者数（人） 4 4 4

実績利用者数（人） 3 4 3

見込利用者数（人） 1 1

実績利用者数（人）

見込量（人日） 2,685 2,785 2,888

実 績（人日） 2,204 2,485 2,170

見込利用者数（人） 140 145 150

実績利用者数（人） 114 130 121

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

 令和 ６年
度

 令和 ７年
度

 令和 ８年
度

就労選択支援

就労移行支援

生活介護

１ うち障害支援区
分５または６の人

２ うち医療的ケア
の必要な人※ １

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

宿泊型自立訓練

ー

ー

ー

ー

ー

サービスの推移と見込量

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期

 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度
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 令和 ６年
度

 令和 ７年
度

 令和 ８年
度

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期

 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

見込量（人日） 1,807 2,045 2,284

実 績（人日） 1,770 1,331 1,984

見込利用者数（人） 88 99 109

実績利用者数（人） 84 66 108

見込量（人日） 9,580 9,753 9,927

実 績（人日） 7,755 9,233 9,136

見込利用者数（人） 584 600 616

実績利用者数（人） 481 552 639

見込利用者数（人） 64 64 64

実績利用者数（人） 64 76 75

見込利用者数（人） 63 65 67

実績利用者数（人） 59 60 58

見込量（人日） 1,195 1,195 1,195

実 績（人日） 841 1,081 1,316

見込利用者数（人） 265 265 265

実績利用者数（人） 215 243 260

見込量（人日） 526 526 526

実 績（人日） 461 590 633

見込利用者数（人） 119 119 119

実績利用者数（人） 111 127 144

見込量（人日） 20 20 20

実 績（人日） 18 22 29

見込利用者数（人） 8 8 8

実績利用者数（人） 8 7 9

見込量（人日） 20 20 20

実 績（人日） 12 23 23

見込利用者数（人） 3 3 3

実績利用者数（人） 3 4 13

（備考）単位は１か月あたり。

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

福祉型短期入所

１ うち障害支援区
分５または６の人

２ うち医療的ケア
の必要な人※ １

医療型短期入所

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

療養介護

就労定着支援
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 重度の障害のある方や肢体不自由
のある方が入居できるグループ
ホームの設 置促進に向けた整備費
補助制度の見直しを検討する。

現行の障害者ＧＨ整備費補助金交
付にあたって、事前審査制度の導
入等を行ったが、重度障害者や医
療的ケアの必要な方の受け入れ可
能なＧＨ開設には至らなかった。
現行の整備費補助金制度とGH開設
促進は馴染まないと結論づけ、現
行制度の廃止、財源を新規運営助
成制度への活用を検討。

● 行動障害のある方や医療的ケアの
必要な方を受け入れるグループ
ホームに対する助成制度を検討す

● 入所施設やグループホームに対し
て、強度行動障害支援者養成研修
や喀痰吸引研修の受講を促進する
ための助成制度を検討する。

施設従事職員育成費補助金を廃止
し、財源を受講料助成制度へ活用
することを検討中。

必要な施策であることから、十分
な予算措置を講じていただきた
い。

● 入所施設からの地域移行を促進
し、空いた定員枠に、入所の必要
性が高い人が入所できる支援体制
を構築していく。

国においても入所施設について地
域移行を基本方針とすることを示
していることを踏まえ、入所施設
が地域移行を視野に入れて年齢の
若い障害者を受け入れる等の、新
たな取り組みを検討する必要があ

● 基幹相談支援センターや障害者相
談サポートセンターを中心とし
て、地域移行支援や地域定着支援
を強化する。

長期入院者の地域移行に係る相談
支援の窓口を基幹相談支援セン
ターに一元化し、支給決定や、障
害者相談サポートセンターとの受
け入れ調整等を実施。

地域移行支援や地域定着支援を強
化するためには、センターの取組
とあわせて、事業所等の社会資源
の充実や移行や定着の必要性を感
じて実践する職員等の意識の醸成
等も必要な要素となる。

☆ 児童の短期入所について 児相保護による短期入所のケース
が増加しているが、対応できる施
設が少ないことから、児童の短期
入所について、新たな項立てをし
て検討・実行していく必要があ

☆ グループホームの将来ビジョンの
必要性

障害の重度化や家族の高齢化等に
より、グループホームの役割の見
直しが必要となっている。そのた
め、グループホームの将来ビジョ
ンを検討する必要がある。

（３）居住系サービスの見込量

見込量達成に向けた取り組み

必要な施策であることから、十分
な予算措置を講じていただきた
い。

市の障害者地域生活サポート事業
の補助金のグループホームへの拡
大については、早急に実施してい
ただきたい。
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

☆ グループホームの質の向上 グループホームの質の向上を図る
視点から、入所施設の職員とグ
ループホームの職員の交流や、認
可を所管する部署と質の担保を担
当する部署の連携など、関係機関
の連携強化が必要である。
なお、新規指定及び運営指導にあ
たっては、確認すべき項目を整理
したチェックリスト等を作成し、
運用されたい。
書面上の基準適合に留まらず、個
別支援計画が日々の支援に反映さ
れているかを点検できるケースレ
ビューやスーパービジョンの機会
を、グループホームへのバック
アップ体制として確保されたい。

☆ 日中支援型グループホームの整備
促進

日中支援型グループの整備促進に
向け、設置に係る要件の緩和につ
いて検討されたい。
なお、要件緩和を行う場合には、
自立支援協議会等における評価等
により支援の質の担保を図るとと
もに、外部の日中活動への通所等
を通じて、入居者が地域で多様な
経験機会を得られる支援体制の整
備を進められたい。
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（人分） 533 553 573

実 績（人分） 417 487 607

見込量（人分） 86 94 102

実 績（人分） 7 78 122

見込量（人分） 8 9 10

実 績（人分） 9 7

見込量（人分） 310 310 310

実 績（人分） 328 310 308

見込量（人分） 3 3 3

実 績（人分） 2 3 1

＊１ 医療的ケアのスコア表のいずれかの医療行為を必要とする状態である人
（備考）単位は１か月あたり。

施設入所支援

自立生活援助

サービスの推移と見込量

 第７期／第３期
単位サービス名 

第６期／第２期

共同生活援助
(グル ープホーム)

１ うち障害支援区
分５または６の人

２ うち医療的ケア
の必要な人※ １
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今年度の取組 策定に向けての意見

◇ 障害者相談サポートセンターを中心とした複数の相談支援事業所による協働事業モデルの活用

● 各相談支援事業所の報酬額のアッ
プ。相談支援事業所の増加や相談支
援専門員の増員ができる環境整備を
行う。

令和６年６月から協働体制をスター
トし、現在13事業所が加入。参加
事業所については、基本報酬額の
ベースアップを実現している。

「協働モデル」は実施上の課題も多
いことから、その解決を図りながら
推進に取組んでいただきたい。

◇ 国の報酬改定の状況や、相談支援事業所の報酬額を引き上げる取り組みの効果を見ながら、

● 相談支援事業所の運営安定化のため
のさらなる取り組みを検討する。

必要書類の記入方法等が分かりづら
いことから、事業者が加算請求を断
念するケースが見受けられる。適切
な加算請求が行えるよう、担当課に
よる分かりやすい説明や、情報提供
の充実を検討いただきたい。

◇ 横須賀市療育相談センターに障害児の計画の作成が極端に集中している状況を緩和させる

● 当面の措置として、セルフプランで
の対応が可能な学齢児の利用者をセ
ルフプランに切り替える。

● 横須賀市療育相談センター以外の既
存の計画相談支援事業所や障害児相
談支援事業所が、新たに計画を作成
しやすくなるような取り組みを検

◇ ＩＣＴの活用による紙の書類の省略や電話連絡等のやり取りの簡素化、業務手順の見直し等

● 市のケースワーカーや相談支援専門
員の業務の効率化を図ることで、1
人の相談支援専門員が対応できる計
画相談の数を増やせないか検討。

相談支援専門員から障害福祉課への
提出書類の電子申請受付を実施。

まずは、ICTを活用することにより
効率化を図ることができる業務には
どのようなものがあるか、現場の
ニーズの把握を図られたい。

◇ 基幹相談支援センターと障害者相談サポートセンターの活動

● 基幹相談支援センターに配置されて
いる主任相談支援専門員による支
援、障害とくらしの支援協議会の相
談支援部会の活動による支援を通じ
て、相談支援専門員同士の連携の強
化や質の向上を図る。

グループスーパービジョン（GSV）
の取り組みをとおし、連携とスキル
アップを図っている。（再掲）

今後とも、グループスーパービジョ
ン（GSV）の取組を継続し、相談支
援専門員同士の連携の強化とスキル
アップを図られたい。（再掲）

（４）相談支援の見込量

見込量達成に向けた取り組み

セルフプランに切り替えたために、
必要な支援を十分に受けられないで
いる子供がいる現状がある。何らか
の対応が必要であるため、対応方策
を至急検討していただきたい。
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

● 基幹相談支援センターと障害者相談
サポートセンターを中心として、地
域移行支援や地域定着支援の促進を
図る。

長期入院者の地域移行に係る相談支
援の窓口を基幹相談支援センターに
一元化し、支給決定や、障害者相談
サポートセンターとの受け入れ調整
等を実施。

● 障害者相談サポートセンターにおい
て、福祉施設や精神病床からの地域
移行支援や地域定着支援の年間目標
件数を設定する。

見込量の表のとおり設定。

単身生活者や地域生活移行直後の障
害者の安定した生活のため、自立生
活援助及び地域定着支援の活用・拡
大を含め、月複数回の訪問等による
高頻度・短時間の見守り支援が整備
されたい。

☆ この項全体に対して ケアマネジメントを必要とする支援
ニーズ（集中的な支援調整を要する
ケース等）について整理した上で、
障害福祉サービス利用者の相談支援
の利用状況を含めた現況把握がなさ
れたい。

目標件数の設定等よりも、具体的な
地域移行や地域定着の希望者に対
し、きめ細かな支援をすることの方
が重要と考える。こうした実践例も
すでにあることから、目標件数等に
こだわらず具体的な事例があがって
きた際には、適切な支援ができるよ
う希望する。
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（人分） 425 461

実 績（人分） 316 325 372

計 8 11 13

知的 3 3 3

5 8 10

1人×５所 1.6人×５所 2人×５所

実 績（人分） 3 1 14

見込量（人分） 2 2

実 績（人分） 2 0 0

見込量（人分） 133 137

実 績（人分） 157 122 53

（備考）単位は１か月あたり。ただし、地域相談支援については１年あたりとする。

サービスの推移と見込量

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期

 令和
６年度

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

障害児相談支援

392

1

129

精神

見込量（人分）

ー

ー

ー

ー
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 障害とくらしの支援協議会のこども
支援部会や障害児通所連絡会の活動
などを通じて、児童発達支援事業所
や放課後等デイサービス事業所同士
の支援内容の情報共有など、連携の
強化や支援の質の向上のための取り
組みを行う。

こども支援部会で作成した放課後等
デイサービス事業所の自己点検評価
表の解説版を使い、質の向上等の取
り組みを続けている。

障害児通所連絡会を活用し、トライ
アングルプロジェクトやサポート
ブックの活用を推進を図ることが望
ましい。

◇

● 児童を送迎できる運営体制としても
らうよう、市として引き続き働きか
けていく。

障害とくらしの支援協議会に設置い
ただいたワーキンググループによる
生活介護事業所および放課後等デイ
サービス事業所に対する事業所送迎
に関するアンケート結果をご提供い
ただき、事業見直しの参考とした。

障害とくらしの支援協議会ワーキン
ググループで実施したアンケート結
果を踏まえ、事業所送迎ができない
理由を十分に分析し、実施に前向き
になれる施策を実施していただきた
い。

● 現状は事業所による送迎を実施して
いる児童に対して、将来的に自力通
所が可能となる支援を事業所が実施
した場合に、事業所に対して何らか
の支援を行うことができないか、市
として検討する。

障害とくらしの支援協議会にワーキ
ンググループの設置を依頼。障害福
祉課が示す事業見直し案にご意見い
ただいた。

自力通所（通学）支援加算の創設に
ついて、協議会等と検討した内容を
着実に実施願いたい。

● 児童発達支援事業所や放課後等デイ
サービス事業所等に対して、強度行
動障害支援者養成研修の受講を促進
するための助成制度を検討する。

障害福祉課で、受講料助成等の方策
を検討中。

必要な施策であることから、十分な
予算措置を講じていただきたい。

◇

● 放課後等デイサー ビスが受け入れ
先として選択肢の一つとなることを
広く周知し、関係者・関係機関で認
識を共有する。

数年前に、障害福祉課から不登校児
であっても放課後等デイサービスの
利用ができる旨通知を発出し、周知
を行った。

こども支援部会で不登校児を受け入
れている事業所アンケートをとった
うえで、学校に周知する方策を年度
内に検討する。
教育分野を主軸としながら放課後等
デイサービス等の福祉分野の関係機
関が連携し、生活リズムの再構築や
学習保障等を含む包括的・重層的な
支援体制の構築を図られたい。
特に、支援学校在籍の不登校の生徒
については、在学中から卒業後の生
活を見据えた支援の準備・調整を徹
底し、切れ目のない支援につなげら
れたい。

見込量達成に向けた取り組み

（５）障害児通所支援等の見込量

児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所に対して、

発達障害等により福祉的支援が必要な不登校児について、
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

◇

☆ 追加 社会的養護下にある障害児について
は、18歳到達を見据えた移行支援
を計画的に進めるため、児童相談所
を主軸としながら、福祉の関係機関
が早期から連携する体制を整備し、
支援方針の引継ぎと進路調整が切れ
目なく行われたい。その際、成人期
移行後の生活を具体的に見通せるよ
う、地域移行支援の活用を含め、住
まい・日中活動・相談支援等の調整
や体験利用の機会確保について検討
されたい。
また、社会的養護下にある知的障害
児の受入先確保にむけて、近隣で入
所可能な施設資源の整備・確保を図
られたい。
さらに、社会的養護下で育った障害
児・者のメンタルヘルス支援が18
歳以降も継続されるよう、心理職等
による相談・面談につながる窓口の
確保について検討されたい。

社会的養護下にある障害児について
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込利用者数（人） 359 388 419

実績利用者数（人） 280 308 321

見込量（人日） 2,315 2,509 2,720

実 績（人日） 1,741 1,970 2,733

見込利用者数（人） 11 11 11

実績利用者数（人） 10 13 5

見込量（人日） 68 68 68

実 績（人日） 77 71 25

見込利用者数（人） 1,251 1,347 1,451

実績利用者数（人） 912 1,078 888

見込量（人日） 11,964 12,913 13,937

実 績（人日） 9,075 10,271 10,549

見込利用者数（人） 68 73 78

実績利用者数（人） 49 53 30

見込量（人日） 562 604 645

実 績（人日） 366 489 292

見込利用者数（人） 10 10 10

実績利用者数（人） 1 10 32

見込量（人日） 30 30 30

実 績（人日） 1 30 32

見込利用者数（人） 1 1 1

実績利用者数（人） 0 0 0

見込量（人日） 4 4 4

実 績（人日） 0 0 0

見込利用者数（人） 27 27 27

実績利用者数（人） 28 25 21

見込利用者数（人） 9 9 9

実績利用者数（人） 10 8 6

（備考）単位は１か月あたり。ただし、居宅訪問型発達支援については１年あたりとする。

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

医療型児童発達支援

サービスの推移と見込量

第６期／第２期  第７期／第３期
サービス名 単位

児童発達支援

ー

ー

ー

ー

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支
援

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

放課後等デイサー ビス

うち重症心身障害
児または医療的ケ
アの必要な児童 ※
１
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今年度の取組 策定に向けての意見

◇

● 障害者相談サポートセンターの本来
の業務である、主にサービスにつな
がらない人や支援の難しい人を対象
とした総合的・専門的な相談業務に
十分な時間を確保することができる
よう、職員配置等の運営体制の見直
しを行う。

運営体制の見直しの実施にあたって
は、障害者相談サポートセンターの
意向を十分に踏まえ、各事業所の実
情にあった効果的な見直しを行って
いただきたい。

● 障害者相談サポートセンターが、相
談支援事業所の相談支援専門員の計
画等の作成のフォローを行うことに
より、相談支援事業所が作成するこ
とのできる 計画等の作成件数を増
加することができないか検討する。

相談支援事業所の作成する計画件数
の増加だけではなく、内容の質の向
上のについても着目いただきたい。

● 障害者相談サポートセンターを中心
とした複数の相談支援事業所による
協働事業モデルの活用により、各相
談支援事業所の報酬額をアップし、
相談支援事業所の増加や相談支援専
門員の増員ができる環境整備を行
う。（再掲）

令和６年６月から協働体制をスター
トし、現在13事業所が加入してい
る。（再掲）

様々な課題を抱えながらも行政が加
わり13事業所が加入している全国
的にも画期的な形態であることか
ら、さらにこの取り組みを強化して
いくことが望ましい。（再掲）

◇

● 横須賀市療育相談センターに障害児
の計画の作成が極端に集中している
状況を緩和させるため、当面の措置
として、セルフプランでの対応が可
能な学齢児の利用者をセルフプラン
に切り替える。（再掲）

実施

● 横須賀市療育相談センター以外の既
存の計画相談支援事業所や障害児相
談支援事業所が、新たに計画を作成
しやすくなるような取り組みを検討
する。（再掲）

（６）地域生活支援事業 相談支援事業等の見込量

見込量達成に向けた取り組み

障害者相談サポートセンターについて

セルフプラン及びサービス等利用計画に関して

セルフプランに切り替えたために、
必要な支援を十分に受けられないで
いる子供がいる現状がある。何らか
の対応が必要であるため、対応方策
を至急検討していただきたい。（再
掲）
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

● セルフプランにより放課後等デイ
サービスなどを利用していた児童に
ついて、成人となり、障害福祉サー
ビス（就労継続支援Ｂ型や生活介護
等）の利用を始める場合であって、
本人や家族の状況から、セルフプラ
ンの継続によるサ ービス利用では
課題があるため、サービス等利用計
画の作成等を通じて、相談支援事業
所との関わりの必要性が高いケース
については、基幹相談支援センター
と障害者相談サポートセンターが中
心となって、いずれかの相談支援機
関 に本人や家族がつながることが
できるよう調整していく。

サービス等利用計画を必要とする子
供たちに計画を提供できるようにす
るためには、誰がどの段階でどのよ
うにして保護者と相談事業所をつな
げたらよいかといった、計画相談に
つなげるシステムの構築を検討する
必要がある。
児童福祉部局含め、障害児とその家
族に対する伴走的な相談支援体制の
確保がなされたい。

● 特別支援学校高等部卒業生に対し
て、生徒が所属する学校の先生とも
連携しながら、基幹相談支援セン
ターと障害者相談サポートセンター
が中心となって、新規にサービス等
利用計画を作成する相談支援事業所
を見つけることができないか調整し
ていく。

令和６年度から、年度末に高校を含
め支援学校高等部を卒業する生徒の
うち計画相談が必要と考えられる生
徒に対し、担当する相談事業所を割
り振る取り組みを試行した。

●  相談支援事業所が見つからなかっ
た場合は、基幹相談支援センターや
障害者相談サポートセンターが適切
な支援を行っていく。

◇

☆ 追加 65歳到達前後の制度移行・併用に
伴う本人・家族の不安軽減と、本人
主体での支援の継続のため、必要に
応じて相談支援事業所と地域包括支
援センター・居宅介護支援事業所が
早期から連携・併走して支援できる
体制を整備されたい。
併せて、介護保険移行後を見据えた
費用負担の見通しを本人・家族が持
つことができるよう、自己負担額の
シミュレーションを実施されたい。

18歳到達に伴う児童期から成人期
への移行にあたっては、福祉・医
療・教育等の関係機関間の情報共有
と支援方針の引継ぎが確実に行われ
るよう、これまでの取り組みの実績
を踏まえ、切れ目のない移行支援体
制（引継ぎ手順・様式の標準化等）
の確立を進められたい。
併せて、学校における進路指導や既
存の会議、就労選択支援等も活用し
つつ、成人期を見据えた支援資源に
関する情報提供と相談機会を早期か
ら計画的に確保されたい。

介護保険への移行に係る相談体制について
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

◇

● 成年後見制度について、保護者や施
設・事業所の職員向けの研修会や説
明会を開催し、積極的な普及啓発を
行う。（再掲）

障害福祉課主催で、令和７年３月５
日に「障害のある方の家族が知って
おきたい 親なきあとの準備と成年
後見制度」をテーマに成年後見制度
普及講演会実施。

● 成年後見制度法人後見支援事業が実
施されていない現状を分析するとと
も に、障害のある方が法人後見を
利用できる環境整備の方策を検討す
る。（再掲）

令和７年度予算において、法人後見
事業を立ち上げた社会福祉および
NPO法人に対し、法人後見事業の
立ち上げ費用の助成開始。

● 成年後見制度利用支援事業の実施に
あたって、障害のある方本人が自ら
の意思で生き方を選択する権利を保
障し、意思決定できるよう、必要な
支援を行う。

● 成年後見制度利用支援事業の実施に
あたっては、知的障害のある方を支
援する福祉こども部障害福祉課と精
神障害のある方を支援する健康部保
健所保健予防課が十分に連携を図る
ことで、当該事業の円滑な利用を促
進していく。

● 「よこすか成年後見センター」は、
知的障害のある方や精神障害の あ
る方の成年後見制度の利用にあたっ
て、引き続き、必要な連携を行って
いく。 併せて、「よこすか成年後
見センター」が開催している関係機
関が参加する情報交換会等も活用
し、当該事業の円滑な利用を促進し
ていく。

● 「よこすか成年後見センター」が開
催している関係機関が参加する情報
交換会等も活用し、当該事業の円滑
な利用を促進していく。

成年後見制度について
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今年度の取組 策定に向けての意見見込量達成に向けた取り組み

◇ あんしんセンターについて

☆ 追加 日常生活自立支援事業等について、
待機期間の短縮を図るとともに、待
機中における暫定的な支援の体制整
備について検討されたい。
併せて、既存の権利擁護・家計支援
制度の体制強化を進め、現行制度の
対象に適合しにくい障害者を含め、
必要な時期に切れ目なく支援につな
がる提供体制の整備を推進された
い。
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見 込

実 績 実施 実施 実施 実施

見 込 実施 実施 実施

実 績 実施 実施 実施 実施

見込量（か所） 5 5 5

実 績（か所） 5 5 5 5

見込量（か所） 1 1 1

実 績（か所） 1 1 1 1

見 込 実施 実施 実施

実 績 実施 実施 実施 実施

見 込 ー ー ー

実 績 ー ー ー

見込量（人） 13 15 17

実 績（人） 5 6 1

見込量（人） 4 5 6

実 績（人） 3 0 1

見込量（人） 9 10 11

実 績（人） 2 6 0

見 込

実 績 未実施 未実施 未実施 実施

見 込

実 績 実施

実施

実施

未実施

理解促進研修・啓発事
業

自発的活動支援事業

相談支援事業 （障害者
相談サポートセンター
の設置 ・ 運営）

基幹相談支援センター
の設置

基幹相談支援センター
の機能強化事業

住宅入居等支援事業

成年後見制度利用支援
事業

１ 知的障害者

２ 精神障害者

成年後見制度法人後見
支援事業

障害児等療育支援事業

ー

ー

サービスの推移と見込量

単位
第６期／第２期  第７期／第３期

サービス名 

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 若い世代に対する手話通訳の必要性
に関する更なる周知・啓発など、将
来を見据えた手話通訳者の確保策の
実施を検討する。

障害福祉課主催の動物村のおまつり
で、手話体験ブースを試験的に実
施。今後実施を拡大していく予定。

● 失語症者向け意思疎通支援者派遣事
業の対象者に対する周知・啓発を行
う。

神奈川県言語聴覚士会との共催で、
失語症者向け意思疎通支援者養成・
派遣事業についての講演会を実施し
た。

● 新たにＩＣＴやＡＩなどの技術を取
り入れ、障害のある方の情報保障を
行えるよう検討する。

（７）地域生活支援事業 意思疎通支援の見込量

見込量達成に向けた取り組み

＊障害者情報・コミュニケーション
に関する協議会からの意見提出によ
る
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（件） 770 770 770

実 績（件） 802 770 827

見込量（件） 95 95 95

実 績（件） 85 95 118

設置見込者数（人） 2 2 2

設置者数（人） 2 2 2

修了見込者数（人） 11 11 11

実 績（件） 14 11 19

修了見込者数（人） 19 19 19

修了者数（件） 15 19 12

修了見込者数（人） 1 1 1

修了者数（件） 0 0 0

見込量（件） 11 11 11

実 績（件） 2 11 44

修了見込者数（人） 1 1 1

修了者数（件） 2 1 0

見込量（件） 6 6 6

実 績（件） 0 0 1

修了見込者数（人） 0 0 2

修了者数（件） 0 0 0

サービスの推移と見込量

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期

手話通訳者派遣事業

要約筆記者派遣事業

手話奉仕員養成研修事
業

手話通訳者設置事業

手話通訳者養成研修事
業

要約筆記者養成研修事
業

盲ろう者向け通訳・介
助員派遣事業

盲ろう者向け通訳・ 介
助員養成研修事業

失語症者向け意思 疎通
支援者派遣事業

失語症者向け意思疎通
支援者養成研修事業

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

42



今年度の取組 策定に向けての意見

● ＩＣＴの進展や技術革新による製品
の変化、他都市の見直しの状況を踏
まえ、利 用者にとって時代に合っ
た適切な給付が行えるよう、給付品
目や基準額等について、見直しを行
う。

日常生活用具給付事業において、人
工呼吸器用非常用電源装置等を追
加。

行われた見直しについての情報が利
用者や関係者に広く周知されるよ
う、実績の情報を提供願いたい。
また、耐用年数の取扱いについて
は、成長期等、個々の状況に応じて
柔軟に運用いただきたい。

☆ この項全体に対して 補装具や日常生活用具については、
成長期の身体変化という個別性を踏
まえ、再支給の判断に弾力的な運用
がなされたい。

（８）地域生活支援事業 日常生活用具給付等事業の見込量

見込量達成に向けた取り組み
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（件） 23 23 23

実 績（件） 26 19 19

見込量（件） 37 37 37

実 績（件） 33 28 41

見込量（件） 37 37 37

実 績（件） 48 25 43

見込量（件） 36 36 36

実 績（件） 40 44 46

見込量（件） 5,315 5,315 5,315

実 績（件） 5,366 5,350 5,090

見込量（件） 9 9 9

実 績（件） 8 7 7

（備考）単位は１か月あたり。

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期

サービスの推移と見込量

居宅生活動作補助用具

介護訓練支援用具

自立生活支援用具

在宅療養等支援用具

情報・意思疎通支援用
具

排泄管理支援用具

ー

ー

ー

ー

ー

ー
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今年度の取組 策定に向けての意見

◇ 障害とくらしの支援協議会の中の移動支援部会にて制度の見直しに向けた検討を行う。

① 自力で通える力を身につけるため
の訓練を目的とした新たなメ
ニューを追加する。

② 移動支援の支給決定のうち、可能
なものを、重度訪問介護や、障害
特性によってより高い専門性を
もってサービス提供 ができる行動
援護、同行援護等の支給決定に切
り替える。

③ 移動支援事業が 成り立つような報
酬単価の見直しを行う。

④ 移動支援事業の利用目的、利用の
仕方、運用に関するルール等を分
かりやすく記載したガイドライン
を作成する。

移動支援事業の仕組みはこの間複
雑になってきているので、利用時
に迷うことのないよう、ガイドラ
インにおいて一定の基準を示して
いただきたい。

◇ 学齢期の通学支援に関する移動支援の支給決定の判断が難しいケースについて

● 利用を希望する本人・保護者と学
校・相談支援機関・行政等の関係
機関が話し合う場を設け、本人・
保護者の置かれている状況や希望
等を十分に聴いたうえで、本人の
将来を見据えた支援を検討するな
ど、本人・保護者の納得感を得る
ことができるよう、支給決定の可
否を判断していく。

そもそも支給決定の判断が難しい
制度ではなく、誰もが理解しやす
く納得できる制度を、国や他の自
治体の動向を踏まえて検討してい
ただきたい。

☆ 追加 行動障害のある方の移動支援の
ニーズに十分に応えられていない
ことから、強度行動障害に関する
研修がこうした方の移動支援事業
の拡充につながるような、研修と
実践の一体化を目指す方向性を示
してほしい。

（９）地域生活支援事業 移動支援事業および日中一時支援事業の見込量

見込量達成に向けた取り組み

障害福祉課で作成した見直し案を
基に、障害とくらしの支援協議会
にワーキンググループを設置し、
協議を実施。

医療的ケア加算、自立通所(通学)
支援加算、基本報酬単価・重度加
算の見直し、乗降介助(車両を利
用)の創設など、協議会等と検討し
た内容を着実に実施願いたい。
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（時間） 2,308 2,140 1,983

実 績（時間） 3,212 2,686

見込利用者数（人） 178 166 155

実績利用者数（人） 230 205 161

見込量（時間） 11,450 11,669 11,894

実 績（時間） 10,551 10,981

見込利用者数（人） 660 666 672

実績利用者数（人） 636 646 702

見込量（時間） 13,758 2,140 1,983

実 績（時間） 13,763 13,667 13,776

見込利用者数（人） 838 832 827

実績利用者数（人） 866 851 863

見込量（回） 21 23 24

実 績（回） 20 17 20

見込利用者数（人） 10 11 12

実績利用者数（人） 10 9 10

見込量（回） 113 119 125

実 績（回） 100 105 140

見込利用者数（人） 819 876 936

実績利用者数（人） 692 740 872

（備考）単位は１か月あたり。

サービスの推移と見込量

移動支援事業
（障害児）

移動支援事業
（障害者）

移動支援事業
（合計）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期

日中一時支援事業
（障害児）

日中一時支援事業
（障害者）

ー

ー

ー

ー
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今年度の取組 策定に向けての意見

● 障害福祉サービス事業所への移行の
可能性が高い事業所に対して、移行
後の人員配置等の運営基準や収支シ
ミュレーション等の説明を行い、障
害福祉サー ビスへの移行支援補助
金等の活用と併せて、移行のための
支援を行う。

市内の地域活動支援センター・地域
作業所に訪問し、ヒアリングを実施
した。

移行のための支援に加えて、移行後
についても、実情に応じた適切な支
援の継続を望む。

● 障害福祉サービスへの移行が難しい
事業所に対して、事業運営の安定化
を図るため、引き続き、事業所の状
況を把握し、必要な支援を行う。

● 80・50問題等をはじめとした複合
的な課題について、本市として包括
的な支援体制を構築していくにあた
り、地域活動支援センターが国の示
す「重層的支援体制整備事業」の中
の「地域づくり事業」に位置付けら
れていることを踏まえ、今後、地域
活動支援センターの役割や運営体制
の見直しについて、検討していく。

（10）地域生活支援事業 地域活動センター事業（地域作業所含む）の見込量

見込量達成に向けた取り組み

地域活動センターには、柔軟な利用
形態など法定施設にはないメリット
があることから、引き続き必要な支
援の継続をお願いしたい。
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 令和
３年度

 令和
４年度

 令和
５年度

 令和
６年度

 令和
７年度

 令和
８年度

見込量（か所） 21 19 19

実 績（か所） 23 23 21 23

見込利用者数（人） 292 263 263

実績利用者数（人） 324 322 292 379

（備考）単位は１か月あたり。

サービスの推移と見込量

地域生活支援セン
ター事業（地域作業
所含む）

ー

ー

サービス名 単位
第６期／第２期  第７期／第３期
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